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１．はじめに

　前報１）では、我が国の重度・重複障害児教育の先導的役割を果たすべく昭和48年９月28日に設置され
た国立久里浜養護学校（以下、「久里浜養護学校」と記す）の教育実践を、冊子形式のものに投稿され
た数や内容から把握し、政策課題解決を使命とする学校における教育実践の指針づくりに資する目的
で、特殊教育諸学校の幼稚部教育要領（以下、「教育要領（特支）」と記す）や小学部・中学部学習指導
要領（以下、「学習指導要領（特支）」と記す）との関連から、与えられた政策課題の達成と残された課
題について検討した。
　その結果、①久里浜養護学校に求められた具体的な課題は、自立活動（養護・訓練）の指導内容・方
法の開発を基軸としながら、それに付随する教材教具の開発、個別の指導計画（実態把握・計画・実
施・評価）の作成方法の開発及び地域における特別支援教育のセンターとしての役割（早期の教育相談
活動も含む）を果たすための方法開発であったことが示唆された。②学習指導要領（特支）等における
重度・重複障害児教育に関する内容の改善と久里浜養護学校における教育実践の成果とは、密接な関係
が認められ、久里浜養護学校に求められた具体的課題解決のための教育実践経験は蓄積されたと考えら
れた。③障害観や自立観など、障害児を取り巻く状況が大きく変化している現在、教育実践を再点検す
るための追跡調査を早急に実施することが課題であると示唆された。④先導的に教育実践を実施するた
めには、研究者との協働作業が必要であり、これを円滑に推進するためには、研究スタッフと実践ス
タッフが対等なパートナーとして配置されるような、学校の組織づくりが必要であると考えられた。と
いう４点の知見が得られ、いくつかの課題は残されてはいるものの、政策課題として求められた重度・
重複障害児教育における教育内容・方法の開発については、一定の成果をあげることができたと考えら
れた。しかしながら、教育の評価には支援する側の評価と支援を受ける側の評価とがある。前報の知見
は、教師が投稿した教育実践に関する紹介・発表を対象に検討し、導きだされた支援者側からの評価で
あった。そこで本研究では、被支援者側からの評価として平成６年度に筆者が保護者に対して実施した
アンケート調査の結果３）をとりあげ、被支援者側の政策課題解決に対する評価について検討した。
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２．方法

（１）研究対象
　久里浜養護学校における転学生・卒業生の保護者に対して、平成６年度に実施したアンケート調査結
果とした。
①　調査対象：久里浜養護学校に２年間以上在籍し、調査時点で義務教育を終了している者（以下、
「卒業生等」と記す）80人（住所不明者10人と死亡者３人を除く）の保護者の内、回答があった64人
である。これらの者の入学時期、入学学部、障害の状況、在籍年数及び義務教育終了後の経過年数及
び出身地については表１～４に示した。

表１　Ⅰ期（昭和53年度以前）入学児における入学学部と在学年数

入学学部

（単位：人）

幼稚部 小学部 小　計 ４年未満 ７年以上 小　計４年以上
７年未満

在学年数

 2 5 7（21.9％） 2 5 0 7（21.9％）
 0 4 4（12.5％） 2 2 0 4（12.5％）
 1 1 2（　6.3％） 0 2 0 2（　6.3％）
 1 0 1（　3.1％） 0 1 0 1（　3.1％）
 4 5 9（28.1％） 2 5 2 9（28.1％）
 2 9 11（34.4％） 4 6 1 11（34.4％）
 1 4 5（15.6％） 2 3 0 5（15.6％）

 感覚障害・知的障害
 　　◯　盲・知的障害
 　　◯　聾・知的障害
 　　◯　盲・聾・知的障害
 肢体不自由・知的障害
 重度知的障害
 重度情緒障害

 0 0 5 5 10（31.3％） 6 1 3 10（31.3％）
 0 0 2 2 4（12.5％） 2 0 2 4（12.5％）
 0 0 3 2 5（15.6％） 4 1 0 5（15.6％）
 0 0 0 1 1（　3.1％） 0 0 1 1（　3.1％）
 0 0 3 3 6（18.8％） 6 0 0 6（18.8％）
 0 0 4 6 10（31.3％） 6 4 0 10（31.3％）
 0 0 1 5 6（18.8％） 6 0 0 6（18.8％）

 感覚障害・知的障害
 　　◯　盲・知的障害
 　　◯　聾・知的障害
 　　◯　盲・聾・知的障害
 肢体不自由・知的障害
 重度知的障害
 重度情緒障害

 小　計 9（28.1％） 23（71.9％） 32（100％） 10（31.3％） 19（59.4％） 3（9.4％） 32（100％）

表３　Ⅱ期（昭和54年度～昭和63年度）入学児における入学学部と在籍年数

入学学部

（単位：人）

幼稚部 小学部 小　計 ４年未満 ７年以上 小　計４年以上
７年未満

在学年数

 5 5 10（31.3％） 1 8 1 10（31.3％）
 2 2 4（12.5％） 0 4 0 4（12.5％）
 2 3 5（15.6％） 0 4 1 5（15.6％）
 1 0 1（　3.1％） 1 0 0 1（　3.1％）
 6 0 6（18.8％） 1 4 1 6（18.8％）
 6 4 10（31.3％） 2 8 0 10（31.3％）
 2 4 6（18.8％） 2 3 1 6（18.8％）

 感覚障害・知的障害
 　　◯　盲・知的障害
 　　◯　聾・知的障害
 　　◯　盲・聾・知的障害
 肢体不自由・知的障害
 重度知的障害
 重度情緒障害

 小　計 19（59.4％） 13（40.6％） 32（100％） 6（18.8％） 23（71.9％） 3（9.4％） 32（100％）

表２　Ⅰ期（昭和53年度以前）入学児における義務教育終了後の経過年数と出身地

義務教育終了後経過年数

（単位：人）

３年未満 10年以上 小　計 県　内 小　計３年以上
５年未満

６年以上
10年未満

県　外
（関東圏）

県　外
（関東圏外）

出身地

 小　計 0 0 13（40.6％） 19（59.4％） 32（100％） 24（74％） 5（15.6％） 3（9.4％） 32（100％）
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②　調査内容：資料２参照
③　調査方法
ア　調査票の配票及び回答方法
　調査票は、郵送方式で配票し、回答は調査対象の保護者が自記式で行った。
イ　回収方法・回収率
　回収は郵送にて行った。回収率は80％であった。
ウ　調査期間
　平成６年７月20日から同年８月末日までであった。
（２）分析の方法

　分析対象とする内容は、調査内容のうち久里浜養護学校に在学したことに関する卒業生等保護者の主
観的評価を主としてとりあげ、その評価を形成している要因を同アンケート調査の他の項目との関連で
検討した。併せて卒業生等保護者の評価を形成している内容と学習指導要領（特支）等の告示内容との
関連を検討し、被支援者側の政策課題解決に対する評価を明らかにする方法をとった。

３．結果

　調査対象者が在学していた期間において、学習指導要領（特支）は昭和54年、平成元年と２度の改正
告示がなされ、教育要領（特支）は平成元年に新規告示がなされている。しかし、平成元年度改正告示
学習指導要領（特支）が適用となる年度には、全員久里浜養護学校には在学していなかった。そこで平
成元年度学習指導要領（特支）改正告示が適用となる期間は、集計期間から除いた。したがって、結果
については昭和54年度以前をⅠ期、昭和54年度～昭和63年度をⅡ期として集計し示した。
（１）入学時の保護者の期待

　久里浜養護学校に入学させるにあたって、保護者が期待したことを示すと以下の通りであった。
①　Ⅰ期
ア　幼稚部入学児の保護者においては、身辺自立を期待した者が57.9%と最も多く、以下、運動機能
の向上、健康の増進、言語理解能力の向上を期待した者がそれぞれ52.6%、言語能力の向上、情緒
の安定を期待した者がそれぞれ36.8%の順で多かった（表５参照）。その他１人（5.3％）の内容は、
「子どもの可能性をどこまでひきだしてくれるかを期待した」であった。
イ　小学部入学児の保護者においては、身辺自立を期待した者が92.3%と最も多く、以下、言語理解

 0 3 3 1 7（21.9％） 3 2 2 7（21.9％）
 0 1 2 1 4（12.5％） 1 1 2 4（12.5％）
 0 1 1 0 2（　6.2％） 1 1 0 2（　6.2％）
 0 1 0 0 1（　3.1％） 1 0 0 1（　3.1％）
 3 2 4 0 9（28.1％） 9 0 0 9（28.1％）
 1 5 5 0 11（34.4％） 8 2 1 11（34.4％）
 2 2 1 0 5（15.6％） 4 1 0 5（15.6％）

 感覚障害・知的障害
 　　◯　盲・知的障害
 　　◯　聾・知的障害
 　　◯　盲・聾・知的障害
 肢体不自由・知的障害
 重度知的障害
 重度情緒障害

表４　Ⅱ期（昭和54年度～昭和63年度）入学児における義務教育終了後の経過年数と出身地

義務教育終了後経過年数

（単位：人）

３年未満 10年以上 小　計 県　内 小　計３年以上
５年未満

６年以上
10年未満

県　外
（関東圏）

県　外
（関東圏外）

出身地

 小　計 6（18.8％） 12（37.5％） 13（40.6％） 1（3.1％） 32（100％） 24（74％） 5（15.6％） 3（9.4％） 32（100％）
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能力の向上を期待した者が84.6%、言語能力の向上及び情緒の安定を期待した者がそれぞれ76.9%、
運動機能の向上を期待した者が46.2%、健康の増進を期待した者が30.8%の順で多かった（表５参
照）。

②　Ⅱ期
ア　幼稚部入学児の保護者においては、言語能力の向上を期待した者が77.8%と最も多く、以下、言
語理解能力の向上を期待した者が66.7%、運動機能及び健康の増進を期待した者がそれぞれ44.4%、
情緒の安定及び身辺自立を期待した者がそれぞれ33.3%の順で多かった（表５参照）。その他１人
（11.1％）の内容は、「自分の感情を豊かに表せるようになること」であった。
イ　小学部入学児の保護者においては、健康の増進及び身辺自立を期待した者がそれぞれ56.5%と最
も多く、以下、運動機能の向上を期待した者が51.2%、言語理解能力の向上を期待した者が47.2%、
言語能力の向上を期待した者が39.1%、情緒の安定を期待した者が30.4%の順で多かった（表５参
照）。その他３人（13.0％）の内容は、「①重度・重複障害児のため、地元の学校での十把一絡げの
教育にはついていけず、子どもにあったきめ細かい教育を期待した。②少しでも長く椅子に座るこ
とができるようになることを期待した。③入学時よりも少しでも成長がみられるようになることを
期待した。」であった。

（２）在学したことへの保護者の評価

①　Ⅰ期
ア　幼稚部入学児の保護者においては、「期待通りで満足している」と評価した者が68.4%、「期待は
ずれであった」と評価した者が5.3%、「その他」の21.1%の具体的内容の内訳は、「短期間で達成す
るものではないので課題は達成されなかったが不満はない」が10.5%、「父親の協力が得られなくて
通学が困難であった」及び「地元の学校へ途中転校を強く勧められたことが不満」がそれぞれ5.3%
であった（表６参照）。また、未記入者は5.3%であった。
イ　小学部入学児の保護者においては、「期待通りで満足している」と評価した者が61.5%、「期待は
ずれであった」と評価した者が7.8%、その他の15.4%の具体的内容の内訳は、「短期間で達成するも
のではないので課題は達成されなかったが不満はない」及び「その他未記入」がそれぞれ7.8%で
あった（表６参照）。また、未記入者は15.4%であった。

②　Ⅱ期
ア　幼稚部入学児の保護者においては、「期待通りで満足している」と評価した者が55.6%、「期待は
ずれであった」と評価した者が11.1%、「その他」の22.2%の具体的内容の内訳は、「短期間で達成す

表５　入学にあたって保護者が期待したこと

Ⅰ期入学児

（単位：人）注：複数回答あり

幼稚部入学児
N＝19

小学部入学児
N＝13

小　計
N＝32

幼稚部入学児
N＝９

小　計
N＝32

合　計
N＝64小学部入学児

N＝23

Ⅱ期入学児

運動機能の向上
健康の増進
言語理解能力の向上
言語能力の向上
情緒の安定
身辺自立
期待するものその他

 10（52.6％） 6（46.2％） 16（　50％） 4（44.4％） 12（51.2％） 16（　50％） 32（　50％）
 10（52.6％） 4（30.8％） 14（43.8％） 4（44.4％） 13（56.5％） 17（53.1％） 31（48.4％）
 10（52.6％） 11（84.6％） 21（65.6％） 6（66.7％） 11（47.2％） 17（53.1％） 38（59.4％）
 7（36.8％） 10（76.9％） 17（53.1％） 7（77.8％） 9（39.1％） 16（　50％） 33（51.6％）
 7（36.8％） 10（76.9％） 17（53.1％） 3（33.3％） 7（30.4％） 10（43.5％） 27（42.2％）
 11（57.9％） 12（92.3％） 23（71.9％） 3（33.3％） 13（56.5％） 16（　50％） 39（60.9％）
 1（　5.3％） 0 1（　3.1％） 1（11.1％） 3（13.0％） 4（12.5％） 5（　7.8％）
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るものではないので課題は達成されなかったが不満はない」、「その他未記入」がそれぞれ11.1%で
あった（表６参照）。また、未記入者は11.1%であった。
イ　小学部入学児の保護者においては、「期待通りで満足している」と評価した者が60.9%、「期待は
ずれであった」と評価した者はいなかった。「その他」の21.7%の具体的内容の内訳は、「短期間で
達成するものではないので課題は達成されなかったが不満はない」が8.7%、「期待どおりであった
ことと期待はずれであったことが半々である」が13.0%であった（表６参照）。また、未記入者は
17.4%であった。

（３）入学時に期待した内容の在学中の達成度

（概括評価）
　全期間を通してみてみると、「達成したものとしなかったものがあった」と評価した保護者が59.4%
と最も多く、以下、「全て達成しなかった」と評価した者が20.3%、「全て達成した」と評価した者が
15.6%の順で多かった。また、未記入者は4.7%であった（図１参照）。

（内容別評価）
①　Ⅰ期
　「身辺自立」に関する内容が達成したと評価した者が30.4%と最も多く、以下、「健康の増進」に関
する内容が達成したと評価した者が21.4%、「運動能力の向上」に関する内容が達成したと評価した者
が18.8%、「言語能力の向上」に関する内容が達成したと評価した者が17.6%、「情緒の安定」に関する

表６　在学したことへの保護者の評価（入学時期別入学部別）

Ⅰ期入学児

（単位：人）

幼稚部入学児
N＝19

小学部入学児
N＝13

小　計
N＝32

幼稚部入学児
N＝９

小　計
N＝32

合　計
N＝64小学部入学児

N＝23

Ⅱ期入学児

期待どうりで満足
期待はずれ
その他
　・不満はない
　・満足と不満が半々
　・通学困難で退学
　・途中転校に不満
　・未記入
未記入

 13（68.4％） 8（61.5％） 21（65.6％） 5（55.6％） 14（60.9％） 19（59.4％） 40（62.5％）
 1（　5.3％） 1（　7.8％） 2（　6.1％） 1（11.1％） 0（　　0％） 1（　3.1％） 3（　4.7％）
 4（21.1％） 2（15.4％） 6（18.8％） 2（22.2％） 5（21.7％） 7（21.9％） 13（20.3％）
 2（10.5％） 1（　7.8％） 3（　9.4％） 1（11.1％） 2（　8.7％） 3（　9.4％） 6（　9.4％）
 0 0 0 0 3（13.0％） 3（　9.4％） 3（　4.7％）
 1（　5.3％） 0 1（　3.1％） 0 0 0 0
 1（　5.3％） 0 1（　3.1％） 0 0 0 0
 0 1（　7.8％） 1（　3.1％） 1（11.1％） 0 1（　3.1％） 2（　3.1％）
 1（　5.3％） 2（15.4％） 3（　9.4％） 1（11.1％） 4（17.4％） 5（15.6％） 8（12.5％）

図１　入学時に保護者が期待したことの在学中の達成度（概括評価）

全て達成 全て未達成 達成と未達成 未記入
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内容が達成したと評価した者が11.8%、「言語理解能力の向上」に関する内容が達成したと評価した者
が9.5%の順で多かった（図２参照）。
②　Ⅱ期
　「健康の増進」に関する内容が達成したと評価した者が47.1%と最も多く、以下、「運動能力の向
上」及び「身辺自立」に関する内容が達成したと評価した者がそれぞれ43.8%、「情緒の安定」に関す
る内容が達成したと評価した者が29.9%、「言語能力の向上」に関する内容が達成したと評価した者が
25%、「言語理解能力の向上」に関する内容が達成したと評価した者が17.6%の順で多かった（図２参
照）。

（４）転出校の担任における指導の継続にかかわる引き継ぎ情報の把握状況

①　Ⅰ期
ア　幼稚部入学児の保護者においては、「担任は知っていた」と評価した者が52.6%と最も多く、次いで
「担任は知らなかった」と評価した者が31.6%であった。「その他」の5.3%の具体的内容は、「他の先
生で知っている人がいた」であった（表７参照）。また、未記入者は10.5%であった。
イ　小学部入学児の保護者においては、「担任は知らなかった」と評価した者が46.2%と最も多く、次い
で「担任は知っていた」と評価した者が38.5%であった。「その他」の15.4%の具体的内容の内訳は、
「他の先生で知っている人がいた」及び「その他未記入」がそれぞれ7.8%であった（表７参照）。
②　Ⅱ期
ア　幼稚部入学児の保護者においては、「担任は知っていた」と評価した者が66.7%と最も多く、次いで
「担任は知らなかった」と評価した者が33.3%であった（表７参照）。
イ　小学部入学児の保護者においては、「担任は知っていた」と評価した者が56.5%と最も多く、次いで
「担任は知らなかった」と評価した者が34.8%であった。「その他」の4.3%の具体的内容は、「他の先
生で知っている人がいた」であった（表７参照）。

図２　入学時に保護者が期待した内容の在学中における内容別達成度
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４．考察

（１）久里浜養護学校における教育課程の編成に関する評価

①　入学時における保護者のニーズからの検討
　Ⅰ期入学児及びⅡ期入学児の保護者の43.5％～71.9%の者が、久里浜養護学校における教育で、運動機
能の向上、健康の増進、言語理解能力の向上、言語能力の向上、情緒の安定、身辺自立を期待してい
た。これら以外の内容を期待した者は、全期間を通してみると7.8%の者しかいなかった（表５参照）。
このようにこれらの保護者のニーズのほとんどのものが、重複障害児の特殊教育諸学校就学に応じるた
めに、昭和45年10月の教育課程審議会の答申「盲学校、聾学校および養護学校の教育課程の改善につい
て」に基づき、初めて障害に応じた特別な指導分野として、教育課程の編成領域の一つに新たに位置づ
けられた「養護・訓練（平成11年の学習指導要領（特支）等で「自立活動」に名称変更された。）」に示
されていたＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの四つの項（柱）に分類された12項目の内容（資料１参照）に包含されると
考えられるものであった。
　これらの時期の久里浜養護学校においては、「養護・訓練を主とした教育課程」を編成して教育実践
を推進していた２）。この「養護・訓練を主とした教育課程」とは、障害の種類・程度及び適性等の多様
性に応じた教育を行うため、この時期の学習指導要領（特支）７）では、「重複障害者のうち学習が著しく
困難な児童又は生徒については、各教科、道徳若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又
は各教科に変えて養護・訓練を主として行うこと」等が重複障害者等にかかわる教育課程編成の特例と
して示されており、この特例に基づいて編成された教育課程を指している。
　したがって、保護者の入学時の期待内容が、養護・訓練に示されていた内容にほとんど包含されるも
のであったことは、この時期の久里浜養護学校で編成されていた小学部の教育課程が、保護者のニーズ
と乖離していたものではなかったことを示唆していると考えられた。
　なお、幼稚部の教育課程であるが、この時期の幼稚部教育においては、小学部・中学部及び高等部教
育を規定する学習指導要領（特支）のように、特殊教育諸学校に在学する幼児に特化した教育要領（特
支）は、平成元年まで示されず、幼稚園教育要領に基づくものであった。したがって障害に応じた特別
な指導分野である養護・訓練は、まだ教育課程の編成領域として位置づけられてはいなかった。
　しかしながら久里浜養護学校の教育方針（個々の児童等の障害の状態、能力、特性等に応じた指導を
通じて、その全人的発達を図り、その可能性を最大限に伸長させることを目指す。）や教室編成（障害
別に小学部及び幼稚部混合の縦割りで編成）及び指導体制等（幼児及び児童を同じ教師が同年度の担任
となる場合もあった。また、各教室における教育活動が幼稚部と小学部とが同一のタイムテーブルに基
づくものであった。）のこと４～５）から考察すると、久里浜養護学校の幼稚部においては、当時の幼稚園

表７　転出校の担任における引き継ぎ情報の把握状況

Ⅰ期入学児

（単位：人）

幼稚部入学児
N＝19

小学部入学児
N＝13

小　計
N＝32

幼稚部入学児
N＝９

小　計
N＝32

合　計
N＝64小学部入学児

N＝23

Ⅱ期入学児

担任は知っていた
担任は知らなかった
その他
　・他の先生は知っていた
　・未記入
未記入

 10（52.6％） 5（38.5％） 15（46.8％） 6（66.7％） 13（56.5％） 19（59.4％） 34（53.1％）
 6（31.6％） 6（46.2％） 12（37.5％） 3（33.3％） 8（34.8％） 11（34.4％） 23（35.9％）
 1（　5.3％） 2（15.4％） 3（　9.4％） 0 1（　4.3％） 1（　3.1％） 4（　6.3％）
 1（　5.3％） 1（　7.8％） 2（　6.3％） 0 1（　4.3％） 1（　3.1％） 3（　4.7％）
 0 1（　7.8％） 1（　3.1％） 0 0 0 1（　1.6％）
 2（10.5％） 0 2（　6.3％） 0 0 0 2（　3.1％）
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教育要領に示されていた健康、人間関係、環境、言葉及び表現の５領域の内容を組み合わせながらも、
養護・訓練を主とした教育課程と類似の教育課程を編成し、教育実践が推進されていたと考えられた。
　初代校長藤原正人が、開校から約７年間の教育実践を整理して刊行した編著書２）の中で、「久里浜養
護学校における教育内容は、養護・訓練以外の何ものでもないと言い得よう。」と述べていることもこ
のことを示唆するものである。
　この時期の幼稚部入学児の保護者における入学時の期待内容も、小学部入学児の保護者と同様に、ほ
とんどのものが養護・訓練に示されていた内容に包含されるものであった（表５参照）ことは、この時
期の久里浜養護学校で編成されていた幼稚部の教育課程においても、小学部と同様に保護者のニーズと
乖離していたものではなかったことを示唆していると考えられた。　
②　入学時における保護者のニーズの充足度からの検討
　入学時の期待内容が、久里浜養護学校在学中に「全て達成された」と評価した保護者は、Ⅰ期とⅡ期
を通して15.6％の者に留まっていた。また、「全てのものが未達成であった」と評価した保護者は20.3％
であり、「全て達成された」と評価した保護者よりもやや多く存在していた。残りの保護者は、未記入
者（全期間で３人：4.7%）を除いて、60％近くの者が「達成したものと未達成のものがあった」と評価
していた（図１参照）。
　期待した内容別に達成度を見ると（図２参照）、全ての内容において50％水準に達したものはなく、
特に言語理解能力の向上（Ⅰ期：9.5%、Ⅱ期17.6%）、言語能力の向上（Ⅰ期：17.6%、Ⅱ期：25%）及
び情緒の安定（Ⅰ期：11.8%、Ⅱ期29.9%）については30％にも満たないものであった。
　これらのことからこの時期に久里浜養護学校において編成された教育課程に基づく教育実践は、保護
者のニーズを必ずしも充足させるものではなかったと考えられた。したがって、教育実践のもととなる
この時期の教育課程を、ニーズを充足させるという観点から評価すると、保護者の評価は低いもので
あったと推測された。中でも養護・訓練の「D　意思の伝達」の「全ての項目」（資料１参照）と「A
心身の適応」の「２　心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること」における内容（資
料１参照）に関することが特に低い評価であると考えられた。
　一方、久里浜養護学校に在学したことに対する保護者の評価を見てみると、全期間を通じて「期待し
た通りで満足である」と評価した保護者が62.5％であり、「期待はずれ」と評価した保護者の4.7％を大
きく上回っていた。このように久里浜養護学校で教育を受けたことに対しては、ほとんどの保護者が否
定的な評価をしておらず、むしろ６割以上の者がニーズは充足されたと肯定的に評価をしていた（表６
参照）。この結果をみると、この時期の教育課程は、ニーズを充足させるという観点から評価すると、
多くの保護者から支持されていたものであったと推測された。
　この両者の乖離した評価の形成要因の一つとしては、在学したことに対する評価に「その他」として
まとめられている「短期間で達成するものではないので課題は達成されなかったが不満はない」とした
評価や、入学時の期待内容が「その他」としてまとめられている「①子どもの可能性をどこまでひきだ
してくれるかを期待した。②重度・重複障害児のため、地元の学校での十把一絡げの教育にはついてい
けず、子どもにあったきめ細かい教育を期待した。③入学時よりも少しでも成長がみられるようになる
ことを期待した。｣等の評価のように、入学時に期待した内容が、解決には長期に渡ると考えているもの
であったり、到達目標の明確でないものであったりした結果だと考えられた。このような状況は、入学
時における保護者のニーズが、在学中に必ず充足させて欲しいものばかりではなかったことを示唆して
いると考えられた。
　したがって、保護者のニーズを必ず在学中に充足させて欲しいものに限定し、それを充足させるとい
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う観点から教育課程を評価すると、保護者の評価は決して低いものではなく、むしろ多くの保護者から
支持されていたものであったと考えられた。
　また、Ⅰ期入学者とⅡ期入学者の達成度についての評価を比較してみると、期待した内容別達成度に
おいては、全てにおいてⅡ期入学者の達成度は高く（図２参照）、Ⅰ期よりもⅡ期における教育課程の
方が保護者から高い評価を受けていたと考えられた。
　このように久里浜養護学校が編成していた教育課程は、入学時における保護者のニーズの充足度から
検討すると、多くの保護者から支持されていたものであったと考えられるものであった。また同時に、
教育経験の蓄積に伴い、経年とともによりニーズを充足させるものへと改善されていったことを示唆す
るものでもあった。
（２）移行に関わる保護者の評価

　指導の継続にかかわる引き継ぎ情報については、３分の１以上の保護者が転出先校の担任は把握して
いなかったと回答していた（表７参照）。このことは地元の学校に転出した際に、久里浜養護学校が指
導の中心となる担任に対して、期待する引き継ぎ情報の伝達を行っていなかったという評価を３人に１
人以上という高い割合で保護者がしていたことを示唆している。
　久里浜養護学校では、保護者の在住する地元（以下、「地元」と記す）の特殊教育諸学校（現在の特
別支援学校）で教育を行うことが困難な重度・重複障害児を全国の都道府県教育委員会を介して募集
し、選考のうえ就学させてきた。就学期間については、原則、幼稚部、小学部低学年または小学部高学
年のそれぞれの期間に限ることとし、個々の児童等に対する教育方法が明確になった場合や、本校に在
学することが本人にとって幸福と利益をもたらすものではないと判断された場合のことを考え、必要に
応じて関係都道府県教育委員会と協議のうえ、この期間を延長または短縮していた２）。
　久里浜養護学校は設立の経緯から義務教育期間中に必ず地元の養護学校等に転学させるようにするた
め、設置学部は幼稚部と小学部のみとなってもいた。したがって、関係都道府県教育委員会と連携をと
りながら、円滑な移行が実現できるようにすることも重要な使命の一つであった。
　このようなことから在学中の幼児児童一人ひとりに対して、各学期の教育活動を保護者に伝達する通
信のほかに、関係都道府県教育委員会に当該幼児児童に対する教育内容・方法とその成果並びに現在の
課題について伝達する通信（以下、「教育委員会宛て通信」と記す）も送付して、教育成果等の報告を
行っていた。しかしながら、冒頭の保護者の評価は教育委員会宛て通信が、その目的にそって十分に活
用されていなかったことを示唆していると考えられた。
　また、この保護者の評価は他校に転出する場合に、学校教育法施規則等で定められている指導要録
（抄本又は写し）、健康診断票及び歯の検査票の写し（以下、「法定文書」と記す）を転出先校に送付す
る方法についても、保護者が期待する教育情報の伝達には不十分なものであることも示唆していると考
えられた。この法定文書送付だけでは、重度・重複障害児の指導の継続にかかわる教育情報を伝達する
ためには、不十分であるいうことは、平成12年度の国立特殊教育総合研究所と久里浜養護学校との共同
研究においても指摘されてもいる11）。
　さらにこの共同研究においては、有効な引き継ぎ情報送付の形式は、文書形式のものだけではなく、
より理解が深めるために電話や面談等による直接会話形式及び映像形式のものが必要であるとも指摘さ
れている。久里浜養護学校の教育年報５）には、依頼があった場合、久里浜養護学校の担任が転出予定校
に出向き当該校の教師と面談のうえ、移行に必要となる教育情報を伝達していたという記事が認められ
る。把握していたと約半数の保護者から評価された担任達は、法定文書とともに面談による方法で必要
な教育情報を得ていたと推測できるが、今回はその対応関係まで調査しておらず今後の課題である。
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５．おわりに

　久里浜養護学校における卒業生等の保護者に対して、平成６年度に実施したアンケート調査結果を被
支援者側の評価としてとりあげ、被支援者側の政策課題解決に対する評価について検討した。
　その結果、重度・重複障害児に対する教育内容・方法の開発という政策課題の根幹となる教育課程の
編成については、以下の２点の知見が得られた。
（１）入学時において、保護者が久里浜養護学校の教育に課題解決を期待した内容と、乖離したもので

はないことを示唆する評価であった。
（２）入学時の期待に十分に応えられるものであったと多くの保護者から評価されたものであり、また

教育経験の蓄積に伴い、経年とともによりニーズを充足させるものへと改善されていったことを示
唆する評価でもあった。

　また、地元の学校で適切な教育を受けられるように支援することも、政策課題を達成する具体的課題
であるが、このことについては、以下の知見を得た。
（１）保護者の期待する適切な指導の引き継ぎに必要となる教育情報は、法定文書の送付だけでは不十

分であることを示唆する評価であった。
（２）教育委員会宛て通信の内容は、必ずしも転出校の担任に伝わるものではないことを示唆する評価

であった。
　今後は、平成元年度以降の改正告示学習指導要領（特支）等に基づいて編成された教育課程で、教育
を受けた者を対象とした調査を実施し、平成元年度以降の被支援者側の政策課題解決に対する評価につ
いて検討することが当面の課題となる。
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４）国立久里浜養護学校「昭和49年度　学校要覧」～「平成元年度　学校要覧」，1974年～1989年．　　

５）国立久里浜養護学校「教育年報第１・２年報」～「教育年報第15年報」，1976年～1989年．　

６）村田茂「新版　日本の肢体不自由教育　－その歴史的発展と展望」，1997年．

７）文部省「特殊教育諸学校小学部・中学部学習指導要領」，1971年．

８）文部省「特殊教育諸学校小学部・中学部学習指導要領」，1979年．

９）文部省「特殊教育諸学校幼稚部教育要領」，1989年．

10）文部省「特殊教育諸学校小学部・中学部学習指導要領」，1989年．

11）国立特殊教育総合研究所・国立久里浜養護学校「重度・重複障害児に対する幼・小・中学部一貫した教育

内容・方法に関する研究　－各学部間の移行に焦点をあてて－」，2000年．

資料１

昭和46年度及び昭和54年度改定告示学習指導要領（特支）における
養護・訓練の内容

A　心身の適応

　１　健康状態の回復及び改善に関すること

　２　心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること

　３　障害を克服する意欲の向上に関すること

B　感覚機能の向上

　１　感覚機能の改善及び向上に関すること

　２　感覚の補助的手段の活用に関すること

　３　認知能力の向上に関すること

C　運動機能の向上に関すること

　１　肢体の基本動作の習得及び改善に関すること

　２　生活の基本動作の習得及び改善に関すること

　３　作業の基本動作の習得及び改善に関すること

D　意思の伝達

　１　言語の受容技能の習得及び改善に関すること

　２　言語の形成能力の向上に関すること

　３　言語の表出技能の習得及び改善に関すること
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資料２
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